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２０２４年度 明治大学法科大学院 論文試験問題 

 

【民 法】 

 

以下の各問いに解答するにあたっては、問題の年月日に関わらず、試験実施

日現在施行されている法令に基づき解答すること。特に指示のない限り、各問

題は独立の問題である。 

 

Ⅰ 以下の【事実】を読んで、各問題に解答しなさい。解答にあたっては、条

文をあげ、判例に照らして、根拠を挙げて解答すること。 

 

【事 実】 

   １９９０年３月１日、Ａは、親戚Ｂとの間で、Ｂが所有する甲土地につ

き、代金を１０００万円として売買契約を締結した。同年４月１日、Ａ

は、１０００万円をＢに支払い、甲の引渡を受けたが、登記については、

後日移転することとし、Ｂ名義のままになっていた。Ａは、甲土地を隣地

である自己所有地とともに木材置き場として利用し始めた。 

   ２００８年３月１日、Ｂが死亡し、ＣがＢを単独で相続し、甲土地につ

いては、相続を原因としてＣに移転登記がされた。Ｃは、甲土地をＡが利

用していることを知っていたが、Ｂから借りて使っているのだろうと考

え、今のところ必要でもないことから特に何もしなかった。 

   ２０１０年５月１日、Ｃは、Ｄから弁済期を２０１５年４月３０日とし

て、１０００万円の融資を受けた(以下「本件融資」という)。その際、Ｃ

は、Ｄのために甲土地について抵当権を設定し、登記をした（以下「本件

抵当権」という）。 

   Ｃは、本件融資の弁済期に債務を弁済できなかったため、Ｄは、本件抵

当権を実行し、競売の結果、２０１６年６月１日、Ｅが甲土地の買受人と

なった。 

Ｅは、２０２３年４月１日、Ａに甲土地の明渡しを求めて訴えを提起し

た。 

 

問題 Ｅの請求に対し、Ａは、取得時効による反論をしようとしているが認

められるか。取得時効の要件を示した上で論じなさい。 
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Ⅱ 以下の【事実】を読んで、各問題に解答しなさい。解答にあたっては、条

文をあげ、判例に照らして、根拠を挙げて解答すること。 

 

【事 実】 

２０２０年２月１日、建設業者 であるＡは、Ｂを注文者としてＢ所有 

地上に建物を建築する契約（以下「本件請負契約」という）を締結した。

ＡＢ間の契約では、履行期が同年５月３１日、代金は、契約成立時に１０

００万円を支払い、残代金の１０００万円を建物の完成後引渡時に支払う

ことになっていた。Ｂは１０００万円を支払い、Ａは工事に着手した（以

下、ＡのＢに対する残代金債権を「本件債権」という）。 

同年４月１日、Ａは、本件債権をＣに譲渡し、翌２日、Ｂに内容証明郵

便で譲渡通知が到達した。 

同年５月３１日、Ａは、Ｂに完成した建物（以下「本件建物」という）

を引渡したところ、天井や床にゆがみ等の欠陥があることが判明した（以

下「本件欠陥」という）。本件欠陥は、居住に支障を生じるほどのものでは

ないが、そのまま放置すれば本件建物の価値を２割程度下げるものであっ

たため、ＢはＡに修補を求めているが、まだＡは、修補に応じていない。 

一方、Ｃは、Ｂに本件債権１０００万円の支払を請求してきた。 

 

問題１ Ｃからの請求に対してＢはどのような反論をすることが考えられ

るか。 

 

問題２ Ａが修補に応じないため、Ｂが自ら業者を探して修補をさせてい

た場合、Ｃからの請求に対してＢはどのような反論をすることが考

えられるか。 

 


